
お
知
ら
せ

一部負担金の割合・判定基準

負担割合の判定基準

同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方のう
ち、平成２５年度住民税課税標準額１４５万円以上
の方がいる場合

同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方全員
が、平成２５年度住民税課税標準額１４５万円未満
の場合

所得区分

一定以上
所得者

一般

負担割合

３ 割

１ 割

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
制
度

【
対
象
・
支
給
額
】

左
表
の
通
り

７
月
の
申
請
分
か
ら
２４
年
中

の
所
得
で
判
定
し
ま
す
。

該
当
す
る
方
で
申
請
を
し
て

い
な
い
方
、
２３
年
中
の
所
得
超

過
を
理
由
と
し
て
申
請
し
な
か

っ
た
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

各
手
当
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

（
区
役
所
４
階
４
０
１
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
９
８

障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加

算
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

平
成
２３
年
４
月
か
ら
、
児
童

扶
養
手
当
受
給
額
が
障
害
基
礎

年
金
の
子
の
加
算
額
を
上
回
る

場
合
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２４
年
中
の
所
得
が
前
年
の
所

得
を
下
回
る
場
合
は
、
児
童
扶

養
手
当
受
給
額
が
障
害
基
礎
年

金
の
子
の
加
算
額
を
上
回
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
、
７
月
中
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

た
だ
し
、
母
子
世
帯
や
父
子

世
帯
の
方
は
児
童
扶
養
手
当
へ

の
受
給
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当
額
の
計
算
方

法
に
つ
い
て
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

（
区
役
所
４
階
４
０
１
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
９
８

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証（
後
期
被
保
険
者
証
）

を
お
持
ち
の
方
へ

８
月
１
日
か
ら
負
担
割
合
が

変
更
に
な
る
方
に
、
新
し
い
後

期
被
保
険
者
証
を
お
送
り
し
ま

す
。
負
担
割
合（
下
表
）な
ど
記

載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

現
在
お
使
い
の
後
期
被
保
険
者

証
は
、
８
月
１
日
以
降
、
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
返
送
す
る
か
、

国
保
年
金
課
・
区
民
事
務
所
に

お
返
し
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
変
わ
ら
な
い
方

に
は
、
今
回
後
期
被
保
険
者
証

を
お
送
り
し
ま
せ
ん
。
お
手
元

に
あ
る
後
期
被
保
険
者
証
を
引

き
続
き
お
使
い
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ

平
成
２４
年
中
の
収
入
額
が
次

の
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、「
基

準
収
入
額
適
用
申
請
書
」
を
提

出
し
、
認
め
ら
れ
る
と
負
担
割

合
が
１
割
に
な
り
ま
す
。

▽
同
一
世
帯
に
後
期
被
保
険
者

が
１
人
の
場
合
で
収
入
額
が
３

８
３
万
円
未
満

３
８
３
万
円
以
上
で
も
同
じ

世
帯
の
中
に
７０
〜
７４
歳
の
方
が

い
る
場
合
は
、
そ
の
方
を
含
め

た
合
計
収
入
額
が
５
２
０
万
円

未
満
。

▽
同
一
世
帯
に
後
期
被
保
険
者

が
２
人
以
上
い
る
場
合
は
、
合

計
収
入
額
が
５
２
０
万
円
未
満

【
申
請
に
必
要
な
物
】

後
期
被
保
険
者
証
・
平
成
２４
年

中
の
収
入
額
が
分
か
る
物
（
確

定
申
告
書
の
控
え
な
ど
）・
印

鑑
・
申
請
書

【
問
い
合
わ
せ
】

は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル

�（
６
７
５
８
）２
２
２
２

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
３
階
３
１
５
番
）

私
立
幼
稚
園
の
補
助
金

を
申
請
し
て
い
る
保
護

者
の
方
へ

平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
区

外
在
住
だ
っ
た
方
は
、
７
月
３１

日
�
ま
で
に
、
平
成
２５
年
度
住

民
税
の
納
税
通
知
書
か
特
別
徴

収
税
額
通
知
書
の
写
し
ま
た
は
、

課
税（
非
課
税
）証
明
書
の
原
本

を
持
参
か
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
の
家
族
欄
記
載
者
に

住
民
税
額
の
不
明
な
方
が
い
る

場
合
は
、
補
助
金
の
交
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

【
提
出
・
担
当
課
】

〒
１２４
‐
８５５５
�
飾
区
役
所

育
成
課

（
区
役
所
４
階
４
０
１
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
６
６

夏
休
み
の
旅
行
に
日
光

林
間
学
園
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

小
学
校
が
使
用
し
て
い
な
い

と
き
は
、
ど
な
た
で
も
利
用
で

き
ま
す
。
利
用
日
の
３
カ
月
前

か
ら
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー

ル
で
受
け
付
け
ま
す
。

【
宿
泊
料
金（
一
泊
）】

区
内
在
住
・
在
勤
の
方

大
人

２
７
０
０
円

４
歳
以
上
中
学
生
以
下

１
３
５
０
円（
３
歳
以
下
無
料
）

そ
の
他
の
方

大
人

３
２
０
０
円

４
歳
以
上
中
学
生
以
下

１
６
０
０
円（
３
歳
以
下
無
料
）

食
事
代
は
別
途
必
要
。

【
所
在
地
・
申
し
込
み
】

日
光
林
間
学
園
（
栃
木
県
日
光

市
花
石
町
２
０
６
７
‐
１
）

�
０
２
８
８（
５
４
）０
７
２
８

�
０
２
８
８（
５
３
）４
２
２
２

メ
ー
ルkatsushika-nikkorin

kan@
tokyu-com

.co.jp

【
担
当
課
】

施
設
課

夏
休
み
生
き
も
の
絵
画

コ
ン
ク
ー
ル

水
元
小
合
溜
の
周
辺
で
見
つ

け
た
生
き
も
の
を
主
題
と
し
た

絵
を
募
集
し
ま
す
。

展
示
期
間
中
に
、
入
選
作
品

を
決
め
る
投
票
を
行
い
ま
す
。

入
選
し
た
方
に
は
賞
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

７
月
７
日
�
〜
８
月
４
日
�

【
展
示
期
間
】

８
月
７
日
�
〜
２５
日
�

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
３０
分

【
対
象
】

小
学
生
以
下
の
方

【
申
込
方
法
】

持
参
か
郵
送
。

詳
し
く
は
、
水
元
か
わ
せ
み

の
里
に
あ
る
実
施
要
項
や
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
展
示
会
場
・
申
し
込
み
・
問

い
合
わ
せ
】

〒
１２５
‐
００３４
水
元
公
園
８
‐
３

水
元
か
わ
せ
み
の
里

�（
３
６
２
７
）５
２
０
１

【
担
当
課
】

公
園
課

空間放射線量の定点測定結果

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

【測定日】 ６月２５日�
測定結果
０．０７
０．０９
０．１０
０．０９
０．１３
０．１４
０．０７
０．１２
０．１０
０．０８
０．０６

【単位】 マイクロシーベルト／時
【測定方法】 地上１mの地点で、１０秒毎に５回測
定した値の平均
【測定箇所の土質】 にいじゅくプレイパークは
土で、その他は校庭や園庭と同じダスト舗装です。
【測定機器】 シンチレーション式サーベイメー
ター（GEORADIS社 RT‐３０）
【担当課】 環境課 �５６５４‐８２３６

所在地
立石７‐１２‐４
宝町２‐８‐２
水元５‐５‐２０
東水元３‐２１‐６
東水元２‐８‐６
新宿５‐２１‐１０
高砂７‐８‐１３
柴又６‐１０‐１５
細田１‐２１‐９
新小岩３‐２７‐２
東四つ木３‐４７‐１

測定場所
立石七丁目公園
宝町公園
白ゆり公園
したて公園
東水元公園
にいじゅくプレイパーク
高砂七丁目公園
柴又とまり木児童遊園
細田一丁目児童遊園
松南公園
木根川中央公園

児童扶養手当・特別児童扶養手当制度

支給額（月額）

▽お子さん１人の場合
全額支給 ４１，４３０円
一部支給 ９，７８０円～４１，４２０円

▽お子さん２人の場合
５，０００円加算

▽お子さん３人以上の場合
１人につき３，０００円加算

特別児童扶養手当等級

▽１級の場合
１人につき５０，４００円

▽２級の場合
１人につき３３，５７０円

お子さんが施設などに措置入所している方は受給できません。

対象世帯

次のいずれかに該当する世帯の父か母、または養育者
（公的年金受給者を除く）

▽父母が離婚した世帯
▽母が婚姻によらず出産した世帯

▽父または母が死亡・生死不明・１年以上拘禁されて
いる世帯

▽父または母に１年以上遺棄されている世帯

▽父または母が重度の障害（身体障害者手帳１・２級程
度の障害または精神障害）を有し、常時介護を必要と
する世帯

▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた世帯

次のいずれかに該当するお子さんを育てている世帯（お
子さんが障害年金を受けている場合は、受給できません）

▽身体障害者手帳１・２級相当のお子さん
（３・４級は一部のみ対象となります）

▽愛の手帳１・２度相当のお子さん
（３・４度は一部のみ対象となります）

▽身体または精神に重度の障害があり、常時介護を必要
とする状態のお子さん

対象年齢

１８歳になった最初の３月
３１日（１８歳の年度末）まで
（おおむね身体障害者手
帳１～３級・愛の手帳１
～３度に該当する障害の
あるお子さんは２０歳未満
まで）

２０歳未満まで

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

空間放射線量測定器の貸し出し・持ち込み食品等の放射性物質検査（�５６５４‐８５７９）を行っています。
詳しくは区ホームページをご覧ください。 【担当課】 放射線対策室 �５６５４‐８５８８

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは
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紙面上では市外局番０３の表記を省略しています。
（３）


